
 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成25年３月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第27号 

   岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則 

 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（代決） （代決） 

第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲げる決裁権者の区分に従い第１順位者

が代決し、決裁権者及び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が代決する。 

第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲げる決裁権者の区分に従い第１順位者

が代決し、決裁権者及び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が代決する。 

(１) 本庁における代決 (１) 本庁における代決 

 
決裁権者 

代決権者   
決裁権者 

代決権者  

 第１順位者 第２順位者   第１順位者 第２順位者  

  ［略］      ［略］    

 部長 副部長又は当該事務を担当する担当技監 企画室長、総務室長、総合防災

室長、廃棄物特別対策室長、雇

用対策・労働室長若しくは競馬

改革推進室長又は主管の総括課

長 

  部長 副部長又は当該事務を担当する担当技監 企画室長、総務室長、総合防災室

長、廃棄物特別対策室長、医療政

策室長、雇用対策・労働室長若し

くは競馬改革推進室長又は主管の

総括課長 

 

  ［略］     ［略］   

 秘書広報室長 首席調査監又は主管の総括課長    秘書広報室長 副室長 主管の総括課長  

  ［略］      ［略］    

 企画室長、総務

室長、政策推進

室長、地域振興

室長、国体室長

、廃棄物特別対

策室長、雇用対

策・労働室長又

は競馬改革推進

室長 

 ［略］    企画室長、総務

室長、政策推進

室長、地域振興

室長、廃棄物特

別対策室長、医

療政策室長、雇

用対策・労働室

長又は競馬改革

推進室長 

 ［略］   

 ［略］      ［略］    

(２) 出先機関における代決 (２) 出先機関における代決 

 
機 関 決裁権者 

代決権者   
機 関 決裁権者 

代決権者  

 第１順位者 第２順位者   第１順位者 第２順位者  

 広域振興局 盛岡広域振

興局長 

    広域振興局 盛岡広域振

興局長 

副局長（第29条第１項各号及

び第２項第１号から第５号に

掲げる事項並びに別表第１の

20の項に掲げる事項に係るも

のに限る。） 

  

   主管の部長  ［略］     主管の部長  ［略］  

  ［略］      ［略］    

 沿岸広域振

興局長 

局長があらかじめ指定する

副局長（第29条第１項各号

、第２項各号及び第３項第

１号から第５号までに掲げ

る事項並びに別表第１の20

の項に掲げる事項に係るも

のに限る。） 

他の副局長（第29条第１項各号

、第２項各号及び第３項第１号

から第５号までに掲げる事項並

びに別表第１の20の項に掲げる

事項に係るものに限る。） 

  沿岸広域振

興局長 

局長があらかじめ指定する

副局長（第29条第１項各号

及び第３項第１号から第５

号までに掲げる事項並びに

別表第１の20の項に掲げる

事項に係るものに限る。） 

他の副局長（第29条第１項各号及

び第３項第１号から第５号までに

掲げる事項並びに別表第１の20の

項に掲げる事項に係るものに限る

。） 

 

  ［略］      ［略］   

 県北広域振

興局長 

副局長（第29条第１項各号

、第２項各号及び第３項第

１号から第５号までに掲げ

る事項並びに別表第１の20

の項に掲げる事務に係るも

のに限る。） 

   県北広域振

興局長 

副局長（第29条第１項各号

及び第３項第１号から第５

号までに掲げる事項並びに

別表第１の20の項に掲げる

事務に係るものに限る。） 

  

  ［略］     ［略］   

        盛岡広域振

興局副局長 

主管の部長 主管の室長又は管理主幹（室長及

び管理主幹を置かない課にあって 

 

          は、主管の課長）  

 



  県南広域振

興局副局長 

 ［略］     県南広域振

興局副局長 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

  土木部長 主管の室長  ［略］    土木部長 主管の室長  ［略］  

         副部長 主管の課長（技術企画に係る事務

については、部長があらかじめ指

定する職員） 

 

   主管の課長  ［略］     主管の課長  ［略］  

    ［略］       ［略］   

   ［略］       ［略］    

 ［略］       ［略］     

 大阪事務所、

名古屋事務所

及び福岡事務

所 

 ［略］     大阪事務所、

名古屋事務所

及び福岡事務

所 

 ［略］    

 工業技術集積

支援センター 

所長 次長 所長があらかじめ指定する職員        

  ［略］       ［略］     

（部長等共通専決事項） （部長等共通専決事項） 

第12条 本庁の部長、秘書広報室長及び局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第12条 本庁の部長、秘書広報室長及び局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、部付及び

局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(３) 副部長、副室長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、

部付及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(４) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、部付及び

局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

(４) 副部長、副室長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、

部付及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

(５) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、部付及び

局付の休暇その他の服務並びに総括課長、所長、報道監及び調査監の服務に関すること。 

(５) 副部長、副室長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、出納指導監、

部付及び局付の休暇その他の服務並びに総括課長、所長、報道監及び調査監の服務に関すること

。 

(６)～(12) ［略］ (６)～(12) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項に定めるもののほか、本庁の局長（復興局を除く。）にあっては、次条第１項及び第14条

第１項に定める事項を専決することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、本庁の局長（復興局及び国体・障がい者スポーツ大会局を除く。）に

あっては、次条第１項及び第14条第１項に定める事項を専決することができる。 

（総括課長等共通専決事項） （総括課長等共通専決事項） 

第16条 本庁の総合防災室長、地域振興室長、国体室長、廃棄物特別対策室長、雇用対策・労働室長

、競馬改革推進室長、総括課長、所長及び出納指導監の専決できる事項は、次のとおりとする（担

当技監を置く部局等の総括課長にあっては、第11号を除く。）。 

第16条 本庁の総合防災室長、地域振興室長、廃棄物特別対策室長、医療政策室長、雇用対策・労働

室長、競馬改革推進室長、総括課長、所長及び出納指導監の専決できる事項は、次のとおりとする

（担当技監を置く部局等の総括課長にあっては、第11号を除く。）。 

 (１)～(15) ［略］  (１)～(15) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（主管室課及び出納局の管理課長等共通専決事項） （主管室課及び出納局の管理課長等共通専決事項） 

第18条 主管室課及び出納局の管理課長（復興局にあっては、総務課総括課長）は、次に掲げる事項

を専決することができる。 

第18条 主管室課及び出納局の管理課長（復興局にあっては総務企画課総括課長、国体・障がい者スポ

ーツ大会局にあっては総務課総括課長）は、次に掲げる事項を専決することができる。 

(１)～(23) ［略］ (１)～(23) ［略］ 

（総務部の部長、室長、総括課長、所長、課長及び担当課長の専決事項） （総務部の部長、室長、総括課長、所長、課長及び担当課長の専決事項） 

第21条 ［略］ 第21条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 予算調製課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

  ［略］ 

３ 財政課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 

  ［略］ 

４ 法務学事課の分掌事務について、部長、総括課長及び課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

４ 法務学事課の分掌事務について、部長、総括課長及び課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

  ［略］   ［略］ 

 総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

 (５) 行政文書事務の指導に関すること。 

 (６) 行政文書の受領、配布及び発送に関すること。 

 (７) 保存文書の閲覧及び貸出しに関すること。 

 (８) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。 

 (９) 毛筆浄書に関すること。 

(５) ［略］ (10) ［略］ 

(６) ［略］ (11) ［略］ 

(７) ［略］ (12) ［略］ 



(８) ［略］ (13) ［略］ 

私学・情報公開課長専決事項 私学・情報公開課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

(５) 行政文書事務の指導に関すること。  

(６) 行政文書の受領、配布及び発送に関すること。  

(７) 保存文書の閲覧及び貸出しに関すること。  

(８) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。  

(９) 毛筆浄書に関すること。  

  ［略］   ［略］ 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

７ 総合防災室の分掌事務について、室長、防災危機管理監、課長及び担当課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

７ 総合防災室の分掌事務について、室長、防災危機管理監、課長及び担当課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

  ［略］   ［略］ 

防災危機管理担当課長専決事項 防災危機管理担当課長専決事項 

(１) 消防防災統計に関すること。  

(２) ［略］ (１) ［略］ 

(３) ［略］ (２) ［略］ 

(４) ［略］ (３) ［略］ 

(５) ［略］ (４) ［略］ 

(６) ［略］ (５) ［略］ 

防災消防課長専決事項 防災消防課長専決事項 

 (１) 消防防災統計に関すること。 

(１) ［略］ (２) ［略］ 

(２) ［略］ (３) ［略］ 

(３) ［略］ (４) ［略］ 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) ［略］ (６) ［略］ 

(６) ［略］ (７) ［略］ 

(７) ［略］ (８) ［略］ 

(８) ［略］ (９) ［略］ 

(９) ［略］ (10) ［略］ 

(10) ［略］ (11) ［略］ 

(11) ［略］ (12) ［略］ 

(12) ［略］ (13) ［略］ 

(13) ［略］ (14) ［略］ 

(14) ［略］ (15) ［略］ 

(15) ［略］ (16) ［略］ 

(16) ［略］ (17) ［略］ 

(17) ［略］ (18) ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

８ 総務事務センターの分掌事務について、所長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

８ 総務事務センターの分掌事務について、所長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

所長専決事項 所長専決事項 

(１)～(９) ［略］ (１)～(９) ［略］ 

(10) 職員の児童手当及び子ども手当の受給資格等の認定に関すること。 (10) 職員の児童手当の受給資格等の認定に関すること。 

(11) 職員の児童手当及び子ども手当の支給に関すること。 (11) 職員の児童手当の支給に関すること。 

(12)～(16) ［略］ (12)～(16) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

（政策地域部の部長、室長、総括課長、監、課長及び担当課長の専決事項） （政策地域部の部長、室長、総括課長、監、課長及び担当課長の専決事項） 

第22条 政策推進室の分掌事務について、部長、室長、監及び課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

第22条 政策推進室の分掌事務について、部長、室長、監及び課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

  ［略］   ［略］ 

分権推進課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

分権推進課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

管理課長専決事項  

(１) 県土地開発公社の指導監督に関すること。  

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 地域振興室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

５ 地域振興室の分掌事務について、室長及び課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  ［略］   ［略］ 

地域情報化担当課長専決事項 地域情報化課長専決事項 



 (１) ［略］  (１) ［略］ 

（環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 資源循環推進課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のと

おりとする。 

３ 資源循環推進課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりと

する。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 産業廃棄物処理業に関すること。 

(４) 産業廃棄物処理業者育成センターの業務に関すること。 

(５) 県外産業廃棄物の搬入事前協議に関すること。 

(６) 公共関与による廃棄物処理施設に関すること。 

(１)・(２) ［略］ 

  廃棄物対策担当課長専決事項 

 (１) 産業廃棄物処理業に関すること。 

(２) 産業廃棄物処理業者育成センターの業務に関すること。 

(３) 県外産業廃棄物の搬入事前協議に関すること。 

(４) 公共関与による廃棄物処理施設に関すること。 

 資源循環担当課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ 

 資源循環担当課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

６ 県民くらしの安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

６ 県民くらしの安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 製菓衛生師に係る試験の実施に関すること。 (３) 調理師及び製菓衛生師に係る試験の実施に関すること。 

(４)～(13) ［略］ (４)～(13) ［略］ 

食の安全安心課長専決事項 食の安全安心課長専決事項 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

 (４) 調理師養成施設の指導に関すること。 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) ［略］ (６) ［略］ 

［略］ ［略］ 

７ [略］ ７ [略］ 

（保健福祉部の部長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （保健福祉部の部長、室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

第24条 ［略］ 第24条 ［略］ 

２ 医療推進課の分掌事務について、部長、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

 

部長専決事項  

(１) 新感染症に関すること。  

総括課長専決事項  

(１) 医療相談に関すること。  

(２) 病院の使用制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。  

(３) 公的医療機関の開設者又は管理者に対する施設の利用等の命令に関すること。  

(４) 公的医療機関の開設者に対する運営の指示に関すること。  

(５) 病院の管理者の変更命令に関すること。  

(６) 医療法人の定款又は寄附行為の変更認可及び届出の受理に関すること。  

(７) 医療法人、診療エックス線技師、歯科技工士及び准看護師に対する業務停止命令に関するこ 

と。 

 

(８) 歯科技工士及び准看護師に係る試験の実施に関すること。  

(９) 医業類似行為業者の業務の停止又は禁止に関すること。  

(10) 准看護師養成所の指定に関すること。  

(11) 県立の看護師養成所の授業料の減免並びに入学選考料、入学料及び寄宿舎料の免除に関する

こと。 

 

(12) いわてリハビリテーションセンターの管理に関すること。  

(13) いわてリハビリテーションセンターに係る退院命令、退所命令等に関すること。  

(14) 医師修学資金の貸付に関すること。  

(15) 結核等感染症関係の公費負担医療に係る診療報酬支払事務の委託に関すること。  

(16) 官庁等が行う予防措置についての協議に関すること。  

(17) 感染症の予防計画に関すること。  

(18) 感染症指定医療機関の指定に関すること。  

医療担当課長専決事項  



(１) 医療法人からの報告徴収に関すること。  

(２) 照射録の提出命令及び検査に関すること。  

(３) 緩和ケアに関すること。  

(４) 病院等の開設者に対する検査に関すること。  

(５) 理学療法士及び作業療法士修学資金の貸付けに関すること。  

(６) 看護及び助産業務の指導に関すること。  

(７) 准看護師養成所への指示に関すること。  

(８) 看護職員修学資金の貸付けに関すること。  

感染症担当課長専決事項  

(１) 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関の指定に関すること。  

(２) 感染症患者に係る診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定に関するこ

と。 

 

(３) 感染症の感染防止に係る指示等に関すること。  

(４) 原子爆弾被爆者に対する特別手当等の支給に関すること。  

(５) 肝炎治療特別促進事業に係る受給者の認定及び医療費の支払に関すること。  

３ 健康国保課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

２ 健康国保課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

(４) 調理師、登録販売者及び毒劇物取扱者に係る試験の実施に関すること。 (４) 登録販売者及び毒劇物取扱者に係る試験の実施に関すること。 

(５)～(11) ［略］ (５)～(11) ［略］ 

健康予防担当課長専決事項 健康予防担当課長専決事項 

(１)～(７) ［略］ (１)～(７) ［略］ 

(８) 調理師養成施設の指導に関すること。  

  ［略］   ［略］ 

４ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

３ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

(４) 生活困窮者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人及び一般財団法人の

監督に関すること。 

(４) 生活困窮者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益

社団法人及び公益財団法人の監督に関すること。 

(５)～(13) ［略］ (５)～(13) ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

５ 長寿社会課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

４ 長寿社会課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 老人に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人及び一般財団法人の監督に

関すること（地域福祉課の主管に属するものを除く。）。 

(２) 老人に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法

人及び公益財団法人の監督に関すること（地域福祉課の主管に属するものを除く。）。 

  ［略］   ［略］ 

６ 障がい保健福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

５ 障がい保健福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）に基づく医療機関の指定に関すること（更生医療

に係るものに限る。）。 

(２) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下

「障害者総合支援法」という。）に基づく医療機関の指定に関すること（精神通院医療に係るもの

を除く。）。 

(３) 障害者自立支援法に基づく指定の辞退及び取消しの公示に関すること（広域振興局長への委

任事項を除く。）。 

(３) 障害者総合支援法に基づく指定の取消しの公示に関すること。 

 (４) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく障害児入所施設（同法に基づく指定医療機関を

除く。）の指定の取消しの公示に関すること。 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) 身体障害者、心身障害児、知的障害者及び精神障害者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法

人並びに一般社団法人及び一般財団法人の監督に関すること。 

(６) 身体障害者、心身障害児、知的障害者及び精神障害者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人

並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の監督に関すること。 

(６) ［略］ (７) ［略］ 

(７) ［略］ (８) ［略］ 

(８) ［略］ (９) ［略］ 

(９) ［略］ (10) ［略］ 

(10) ［略］ (11) ［略］ 

(11) ［略］ (12) ［略］ 

(12) ［略］ (13) ［略］ 



(13) ［略］ (14) ［略］ 

(14) ［略］ (15) ［略］ 

療育精神担当課長専決事項 こころの支援・療育担当課長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）及び障害者自立支援法の

規定による診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定に関すること（精神障

害者に係るものに限る。）。 

(２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）及び障害者総合支援法の

規定による診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定に関すること（精神障害

者に係るものに限る。）。 

(３) ［略］ (３) ［略］ 

障がい福祉担当課長専決事項 障がい福祉担当課長専決事項 

(１) 障害者自立支援法の規定による診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決

定に関すること（身体障害者に係るものに限る。）。 

(１) 障害者総合支援法の規定による診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定

に関すること（身体障害者に係るものに限る。）。 

７ 児童家庭課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

６ 児童家庭課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 児童及び母子に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人及び一般財団法人

の監督に関すること。 

(３) 児童及び母子に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公

益社団法人及び公益財団法人の監督に関すること。 

(４) ［略］ (４) ［略］ 

［略］ ［略］ 

少子化担当課長専決事項 少子化担当課長専決事項 

(１)～(８) ［略］ (１)～(８) ［略］ 

(９) 指定養育医療機関、指定育成医療機関及び指定療育機関の指定に関すること。 (９) 指定養育医療機関及び指定療育機関の指定に関すること。 

(10)・(11) ［略］ (10)・(11) ［略］ 

(12) 児童手当及び子ども手当に関すること（総務事務センターの主管に属するものを除く。）。 (12) 児童手当に関すること（総務事務センターの主管に属するものを除く。）。 

(13) ［略］ (13) ［略］ 

 ７ 医療政策室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

 室長専決事項 

 (１) 新感染症に関すること。 

 (２) 医療相談に関すること。 

 (３) 病院の使用制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。 

 (４) 公的医療機関の開設者又は管理者に対する施設の利用等の命令に関すること。 

 (５) 公的医療機関の開設者に対する運営の指示に関すること。 

 (６) 病院の管理者の変更命令に関すること。 

 (７) 医療法人、診療エックス線技師、歯科技工士及び准看護師に対する業務停止命令に関すること

。 

 (８) 医業類似行為業者の業務の停止又は禁止に関すること。 

 (９) いわてリハビリテーションセンターに係る退院命令、退所命令等に関すること。 

 (10) 結核等感染症関係の公費負担医療に係る診療報酬支払事務の委託に関すること。 

 (11) 官庁等が行う予防措置についての協議に関すること。 

 (12) 感染症の予防計画に関すること。 

 (13) 感染症指定医療機関の指定に関すること。 

 医務課長専決事項 

 (１) 医療法人の定款又は寄附行為の変更認可及び届出の受理に関すること。 

 (２) 医療法人からの報告徴収に関すること。 

 (３) 照射録の提出命令及び検査に関すること。 

 (４) 病院等の開設者に対する検査に関すること。 

 (５) 医師修学資金の貸付けに関すること。 

 (６) 理学療法士及び作業療法士修学資金の貸付けに関すること。 

 (７) 准看護師養成所の指定に関すること。 

 (８) 県立の看護師養成所の授業料の減免並びに入学選考料、入学料及び寄宿舎料の免除に関するこ

と。 

 (９) 看護及び助産業務の指導に関すること。 

 (10) 准看護師養成所への指示に関すること。 

 (11) 看護職員修学資金の貸付けに関すること。 

 (12) 准看護師に係る試験の実施に関すること。 

 地域医療推進課長専決事項 

 (１) 地域医療体制の整備及び推進に関すること。 

 (２) へき地医療対策その他の特定医療対策に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

 (３) いわてリハビリテーションセンターの管理に関すること。 

 (４) 歯科技工士に係る試験の実施に関すること。 



 感染症担当課長専決事項 

 (１) 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関の指定に関すること。 

 (２) 感染症患者に係る診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定に関すること

。 

 (３) 感染症の感染防止に係る指示等に関すること。 

 (４) 原子爆弾被爆者に対する特別手当等の支給に関すること。 

 (５) 肝炎治療特別促進事業に係る受給者の認定及び医療費の支払に関すること。 

（商工労働観光部の室長、総括課長、特命参事、課長及び担当課長の専決事項） （商工労働観光部の室長、総括課長、特命参事、課長及び担当課長の専決事項） 

第25条 商工企画室の分掌事務について、特命参事及び課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

第25条 商工企画室の分掌事務について、特命参事及び課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

管理課長専決事項 管理課長専決事項 

(１)～(９) ［略］ (１)～(９) ［略］ 

 自動車産業振興課長専決事項 

 (１) 自動車関連産業の振興施策に関すること。 

 (２) 自動車関連産業に係る人材の育成に関すること。 

 (３) 自動車関連企業誘致の推進施策に関すること。 

特命参事専決事項 特命参事専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 科学・ものづくり振興課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

３ 科学・ものづくり振興課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) ものづくり産業の振興施策に関すること。 (３) ものづくり産業の振興施策に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

(４) ［略］ (４) ［略］ 

(５) ものづくりに係る人材の育成に関すること。 (５) ものづくりに係る人材の育成に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

  ［略］   ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

６ 企業立地推進課の分掌事務について、総括課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 ６ 企業立地推進課の分掌事務について、総括課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１) 企業誘致の推進施策に関すること。 (１) 企業誘致の推進施策に関すること（商工企画室の主管に属するものを除く。）。 

(２) ［略］ (２) ［略］ 

(３) 低開発地域工業開発の促進に関すること。  

(４) ［略］ (３) ［略］ 

(５) ［略］ (４) ［略］ 

(５)  県土地開発公社の指導監督に関すること。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

（農林水産部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （農林水産部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

第26条 ［略］ 第26条 ［略］ 

２～９ ［略］ ２～９ ［略］ 

10 林業振興課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

10 林業振興課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

(５) 森林・林業・木材産業づくり交付金事業の推進に関すること。 (５) 林業構造の改善対策の推進に関すること。 

［略］ ［略］ 

林業担当課長専決事項 林業担当課長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 森林・林業・木材産業づくり交付金事業の実施に関すること。 (２) 林業構造の改善対策の実施に関すること。 

11～15 ［略］ 11～15 ［略］ 

（県土整備部の室長、総括課長、課長、担当課長及び特命課長の専決事項） （県土整備部の室長、総括課長、課長、担当課長及び特命課長の専決事項） 

第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 道路環境課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

４ 道路環境課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする

。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 兼用工作物の管理に係る協議及び協議の内容の公示に関すること。 (３) 兼用工作物の管理に係る裁定に関すること。 

(４)・(５) ［略］ (４)・(５) ［略］ 

(６) 自動車専用道路及び自転車専用道路等の指定に関すること。 (６) 自動車専用道路の指定及び解除に関すること。 

(７)～(12) ［略］ (７)～(12) ［略］ 



(13) 道路歩行環境整備事業に関すること。  

(14) ［略］ (13) ［略］ 

(15) ［略］ (14) ［略］ 

(16) 交通安全施設等整備事業に関すること。 (15) 交通安全施設等の整備事業に関すること。 

(17) ［略］ (16) ［略］ 

(18) ［略］ (17) ［略］ 

［略］   ［略］ 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

７ 都市計画課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

７ 都市計画課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(８) ［略］ (１)～(８) ［略］ 

 (９) 低炭素まちづくり計画に関すること。 

［略］ ［略］ 

８ ［略］ ８ ［略］ 

９ 建築住宅課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

９ 建築住宅課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)～(22) ［略］ (１)～(22) ［略］ 

 (23) 低炭素建築物の普及の促進に関すること。 

  ［略］   ［略］ 

10・11 ［略］ 10・11 ［略］ 

（復興局の総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （復興局の総括課長及び担当課長の専決事項） 

第27条の２ 総務課の分掌事務について、総括課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第27条の２ 総務企画課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとお

りとする。 

(１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る広報及び県民運動に関すること。 

(２) 他の都道府県の職員の受入れに関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

 

 

総括課長専決事項 

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る広報及び県民運動に関すること。 

 (２) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

 管理担当課長専決事項 

 (１) 他の都道府県の職員の受入れに関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

 計画担当課長専決事項 

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の進行管理に関すること。 

２ 企画課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。  

総括課長専決事項  

(１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。  

計画担当課長専決事項  

(１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の進行管理に関すること。  

３ まちづくり再生課の分掌事務について、総括課長及び課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

２ まちづくり再生課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

［略］  ［略］  

まちづくり再生課長専決事項 まちづくり再生担当課長専決事項 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

 （国体・障がい者スポーツ大会局の局長、副局長及び総括課長の専決事項） 

 第27条の３ 総務課の分掌事務について、局長、副局長及び総括課長の専決できる事項は、次のとおり

とする。 

 局長専決事項 

 (１) 第71回国民体育大会（以下「国体」という。）及び第16回全国障害者スポーツ大会（以下「障

害者スポーツ大会」という。）の開催準備の総合的な企画に関すること。 

 副局長専決事項 

 (１) 国体及び障害者スポーツ大会の開催準備の総合的な調整に関すること。 

 総括課長専決事項 

 (１) 国体及び障害者スポーツ大会の広報及び県民運動に関すること。 

 ２ 施設課の分掌事務について、総括課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  総括課長専決事項 

  (１) 国体の競技施設に関すること。 

  (２) 国体及び障害者スポーツ大会の式典会場の管理に関すること。 

  (３) 国体及び障害者スポーツ大会に係る輸送及び交通に関すること。 



  (４) 国体及び障害者スポーツ大会に係る宿泊及び衛生に関すること。 

 ３ 競技式典課の分掌事務について、総括課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  総括課長専決事項 

  (１) 国体の競技運営に関すること。 

  (２) 国体及び障害者スポーツ大会の式典に関すること。 

（広域振興局長専決事項） （広域振興局長専決事項） 

第29条 広域振興局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第29条 広域振興局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１)～(７) ［略］ (１)～(７) ［略］ 

 (８) 副局長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

 (９) 副局長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

 (10) 副局長の休暇その他の服務に関すること。 

(８) ［略］ (11) ［略］ 

２ 前項に定めるもののほか、県南広域振興局長、沿岸広域振興局長及び県北広域振興局長は、次に

掲げる事項を専決することができる。 

 

 

 

２ 前項に定めるもののほか、盛岡広域振興局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

 

(１) 事務処理組織（組織規則第３章第２節第２款に規定する広域振興局の部等の分掌事務を処理す

るため、広域振興局長が所管事務を指定の上、組織規則第19条第１項に規定する室、課及び所に編

成する事務処理上の組織体をいう。以下同じ。）の編成及び名称並びに職員の職務処理上の呼称に

関すること。 

(１) 副局長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。  (２) 部長及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(２) 副局長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。  (３) 部長及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

(３) 副局長の休暇その他の服務に関すること。  (４) 部長及び局付の休暇その他の服務に関すること。 

  (５) 補助金交付要綱等に関すること（広域振興局の主管に属する事業に係るものに限る。）。 

 (６) 保健所運営協議会の委員の任命に関すること。 

  (７) その他前各号に準ずる事項 

３ 第１項に定めるもののほか、盛岡広域振興局長、沿岸広域振興局長及び県北広域振興局長は、次

に掲げる事項（沿岸広域振興局長及び県北広域振興局長にあっては、副局長の権限に係るものを除

く。）を専決することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、沿岸広域振興局長及び県北広域振興局長は、次に掲げる事項（副局長

の権限に係るものを除く。）を専決することができる。 

(１) 事務処理組織（組織規則第３章第２節第２款に規定する広域振興局の部等の分掌事務を処理

するため、広域振興局長が所掌事務を指定の上、組織規則第19条第１項に規定する室、課及び所

に編成する事務処理上の組織体をいう。以下同じ。）の編成及び名称並びに職員の職務処理上の

呼称に関すること。 

(１) 事務処理組織の編成及び名称並びに職員の職務処理上の呼称に関すること。 

(２)～(11) ［略］ (２)～(11) ［略］ 

（副局長専決事項） （副局長専決事項） 

第30条 県南広域振興局副局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第30条 広域振興局副局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、沿岸広域振興局副局長

及び県北広域振興局副局長にあっては、駐在場所を所管する行政センター（宮古市に駐在する沿岸

広域振興局副局長にあっては、岩泉土木センターを含む。以下同じ。）に係るものに限る。 

(１) 広域振興局の担当事務の処理方針の決定に関すること。  

(２) 所管区域内の出先機関の事務の連絡調整に関すること。  

(３) 事務処理組織の編成及び名称並びに職員の職務処理上の呼称に関すること。  

(４) 重要な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。 (１) 重要な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。 

(５) 特定非営利活動法人の設立、定款の変更、残余財産の譲渡及び合併の認証並びに解散の認定

に関すること。 

(２) 特定非営利活動法人の設立、定款の変更、残余財産の譲渡及び合併の認証並びに解散の認定に

関すること。 

(６) 特定非営利活動法人の監督に関すること。 (３) 特定非営利活動法人の監督に関すること。 

(７) 保健所運営協議会の委員の任命に関すること。  

(８) 設計額２億5,000万円以上５億円未満の県営建設工事（地方公所の長が執行するものに限る。

）の請負契約に係る競争入札参加者の資格（地方自治法施行令第167条の５の２の資格に限る。）

に関すること。 

(４) 設計額が２億5000万円以上５億円未満の県営建設工事（地方公所の長が執行するものに限る。

）の請負契約に係る競争入札参加の資格（地方自治法施行令第167条の５の２の資格に限る。）に

関すること。 

(９) 補助金交付要綱等に関すること（広域振興局の主管に属する事業に係るものに限る。）。  

(10) 部長及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること

。 

 

(11) 部長及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。  

(12) 部長及び局付の休暇その他の服務並びに室長（保健福祉環境部保健福祉室長に限る。）の服

務に関すること。 

 

(13) その他前各号に準ずる事項 (５) その他前各号に準ずる事項 

２ 沿岸広域振興局副局長及び県北広域振興局副局長は、駐在場所を所管する行政センター（宮古市

に駐在する沿岸広域振興局副局長にあっては、岩泉土木センターを含む。以下同じ。）に係る次に

掲げる事項を専決することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、盛岡広域振興局副局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

(１) 担当事務の処理方針の決定に関すること。  

(２) 出先機関の事務の連絡調整に関すること。 (１) 所管区域内の出先機関の事務の連絡調整に関すること。 

(３) 重要な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。  

(４) 特定非営利活動法人の設立、定款の変更、残余財産の譲渡及び合併の認証並びに解散の認定  



に関すること。 

(５) 特定非営利活動法人の監督に関すること。  

(６) 保健所運営協議会の委員の任命に関すること。  

(７) 設計額２億5,000万円以上５億円未満の県営建設工事（地方公所の長が執行するものに限る。

）の請負契約に係る競争入札参加者の資格（地方自治法施行令第167条の５の２の資格に限る。）

に関すること。 

 

(８) その他前各号に準ずる事項  

３ 前項に定めるもののほか、沿岸広域振興局副局長及び県北広域振興局副局長は、駐在場所を所管す

る行政センターに係る次に掲げる事項を専決することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、県南広域振興局副局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

 (１) 広域振興局の担当事務の処理方針の決定に関すること。 

 (２) 所管区域内の出先機関の事務の連絡調整に関すること。 

 (３) 事務処理組織の編成及び名称並びに職員の職務処理上の呼称に関すること。 

 (４) 保健所運営協議会の委員の任命に関すること。 

 (５) 補助金交付要綱等に関すること（広域振興局の主管に属する事業に係るものに限る。）。 

(１) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及

び日直勤務命令に関すること。 

(６) 部長及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること

。 

(２) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 (７) 部長及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

(３) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の休暇その他の服務及び行政センターに置く室の

長（農業改良普及室長を除く。）の服務に関すること。 

(８) 部長及び局付の休暇その他の服務並びに室長（保健福祉環境部保健福祉室長に限る。）の服

務に関すること。 

 (９) その他前各号に準ずる事項 

 ４ 第１項に定めるもののほか、沿岸広域振興局副局長及び県北広域振興局副局長は、駐在場所を所

管する行政センターに係る次に掲げる事項を専決することができる。 

 (１) 担当事務の処理方針の決定に関すること。 

 (２) 出先機関の事務の連絡調整に関すること。 

 (３) 保健所運営協議会の委員の任命に関すること。 

 (４) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及

び日直勤務命令に関すること。 

 (５) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

 (６) 行政センターの所長及び農業改良普及室長の休暇その他の服務及び行政センターに置く室の

長（農業改良普及室長を除く。）の服務に関すること。 

 (７) その他前各号に準ずる事項 

４ ［略］ ５ ［略］ 

（室長等共通専決事項） （室長等共通専決事項） 

第32条 前条の規定にかかわらず、広域振興局の部又は行政センターに置く室の長、経営企画部企画

推進課長、土木部の調整課長、ダム管理事務所長及びダム建設事務所長、盛岡広域振興局の経営企

画部産業振興課長及び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部総務課長及び農政部農政調整

課長、沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹、農林調整課長、岩泉林務

出張所長、水産部の水産調整課長及び土木部の土木センター副所長並びに県北広域振興局農政部農

政調整課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第32条 前条の規定にかかわらず、広域振興局の部又は行政センターに置く室の長、経営企画部企画

推進課長、土木部の調整課長、ダム管理事務所長及びダム建設事務所長、盛岡広域振興局の経営企

画部産業振興課長及び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部総務課長及び農政部農政調整

課長、沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹、農林調整課長、岩泉林務

出張所長、水産部の水産調整課長、土木部の副部長及び土木センター副所長並びに県北広域振興局

農政部農政調整課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１) 室、所又は課の事務（沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹及び

土木部の土木センター副所長にあっては、担当する事務）の処理方針の決定及び実施に関するこ

と。 

(１) 室、所又は課の事務（沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹並び

に土木部の副部長及び土木センター副所長にあっては、担当する事務）の処理方針の決定及び実

施に関すること。 

(２)・(３) ［略］ (２)・(３) ［略］ 

(４) 職員の休暇その他の服務に関すること（沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業を担当す

る技術主幹を除き、経営企画部の企画推進課長、水産部の水産調整課長、土木部の調整課長及び

ダム管理事務所長、盛岡広域振興局の経営企画部産業振興課長及び林務部林業振興課長、県南広

域振興局の総務部総務課長及び農政部農政調整課長、沿岸広域振興局土木部土木センター副所長

並びに県北広域振興局農政部農政調整課長にあっては、軽易な事項に係るものに限る。）。 

(４) 職員の休暇その他の服務に関すること（沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業を担当す

る技術主幹を除き、経営企画部の企画推進課長、水産部の水産調整課長、土木部の調整課長及び

ダム管理事務所長、盛岡広域振興局の経営企画部産業振興課長及び林務部林業振興課長、県南広

域振興局の総務部総務課長及び農政部農政調整課長、沿岸広域振興局土木部の副部長及び土木セ

ンター副所長並びに県北広域振興局農政部農政調整課長にあっては、軽易な事項に係るものに限

る。）。 

(５)～(12) ［略］ (５)～(12) ［略］ 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に定める広

域振興局の職（同表右欄に掲げる職をいう。別表第１において同じ。）にある者が専決できる事項

は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に定める広

域振興局の職（同表右欄に掲げる職をいう。別表第１において同じ。）にある者が専決できる事項

は、別表第１に掲げるとおりとする。 

 部に置く室の長等 経営企画部県税室長、保健福祉環境部保健福祉室長、農政部農村整備室長、

盛岡広域振興局の県税部の納税室長及び課税室長、農政部農業振興室長並び

に土木部の管理用地室長、道路河川室長及び建築住宅室長並びに経営企画部

の企画推進課長、産業振興課長及び管理主幹、農政部農政調整課長、土木部

の調整課長、ダム管理事務所長及びダム建設事務所長並びに盛岡広域振興局

林務部林業振興課長、県南広域振興局総務部総務課長並びに沿岸広域振興局

の農林部の農林調整課長及び農業農村整備事業を担当する技術主幹並びに水

産部水産調整課長 

  部に置く室の長等 経営企画部県税室長、保健福祉環境部保健福祉室長、農政部農村整備室長、

盛岡広域振興局の県税部の納税室長及び課税室長、農政部農業振興室長並び

に土木部の管理用地室長、道路河川室長及び建築住宅室長並びに経営企画部

の企画推進課長、産業振興課長及び管理主幹、農政部農政調整課長、土木部

の調整課長、ダム管理事務所長及びダム建設事務所長並びに盛岡広域振興局

林務部林業振興課長、県南広域振興局総務部総務課長並びに沿岸広域振興局

の農林部の農林調整課長及び農業農村整備事業を担当する技術主幹、水産部

水産調整課長並びに土木部副部長 



 センターに置く室

の長等 

経営企画部地域振興センターの県税室長及び管理主幹、農林部又は農政部の

農林振興センター林務室長、県北広域振興局農政部農林振興センター農村整

備室長並びに沿岸広域振興局土木部土木センターの副所長及びダム建設事務

所長 

  センターに置く室

の長等 

経営企画部地域振興センターの県税室長及び管理主幹、農政部又は農林部の

農林振興センターの農村整備室長及び林務室長並びに沿岸広域振興局土木部

土木センターの副所長及びダム建設事務所長 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（経営企画部長等専決事項） （経営企画部長等専決事項） 

第33条 広域振興局の経営企画部長及び総務部長並びに経営企画部地域振興センター所長及び総務部

総務センター所長の専決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」欄に○印のある

事務に限る。）とする。 

第33条 広域振興局の経営企画部長及び総務部長並びに経営企画部地域振興センター所長及び総務部

総務センター所長の専決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」欄に○印のある

事務に限る。）とする。 

 

事 務 

専決権者 

備 考 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

 

経

営

企

画

部

長 

総

務

部

長 

経
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画

部
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興
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ン

タ

ー

所

長 
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務
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総

務
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ン

タ

ー

所

長 

  

経

営

企

画

部

長 

総

務

部

長 

経

営

企

画

部

地
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興
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ン

タ

ー

所

長 

総

務

部

総

務

セ

ン

タ

ー

所

長 

［略］      ［略］      

４ 設計額２億5,000万円未満の県営建設工事

（地方公所の長が執行するものに限る。）

の請負契約に係る競争入札参加者の資格（

地方自治法施行令第167条の５の２の資格に

限る。）及び指名並びに入札執行（請負契

約の締結に係るものを除く。）及び随意契

約に係る見積書の徴収に関すること。 

 ○ ○ ○    ４ 設計額２億5,000万円未満の県営建設工

事（地方公所の長が執行するものに限る。

）の請負契約に係る競争入札参加者の資格

（地方自治法施行令第167条の５の２の資

格に限る。）及び指名並びに入札執行（請

負契約の締結に係るものを除く。）及び随

意契約に係る見積書の徴収に関すること。 

○ ○ ○ ○  県南広域振興局経営企

画部長を除く。 

５ 建設関連業務（地方公所の長が執行する

ものに限る。）の委託契約に係る競争入札

参加者の資格（地方自治法施行令第167条の

５の２の資格に限る。）及び指名並びに入

札執行（委託契約の締結に係るものを除く

。）及び随意契約に係る見積書の徴収に関

すること。 

 ○ ○ ○    ５ 建設関連業務（地方公所の長が執行する

ものに限る。）の委託契約に係る競争入札

参加者の資格（地方自治法施行令第167条

の５の２の資格に限る。）及び指名並びに

入札執行（委託契約の締結に係るものを除

く。）及び随意契約に係る見積書の徴収に

関すること。 

○ ○ ○ ○  県南広域振興局経営企

画部長を除く。 

 

［略］        ［略］       

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（農林部長等専決事項） （農林部長等専決事項） 

第36条 ［略］ 第36条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、広域振興局農政部及び農政部農林振興センターの農村整備室長並びに

沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹にあっては同項の表16の項から28の

項までに掲げる事項（農業農村整備事業に係るものに限る。）を、宮古農林振興センター及び二戸

農林振興センターの林務室長にあっては同表19の項、20の項、26の項から28の項まで（治山事業等

に係るものに限る。）及び35の項から37の項までに掲げる事項を、林務室岩泉林務出張所長にあっ

ては同表19の項（設計額1,000万円未満のものに限る。）、35の項及び36の項に掲げる事項を専決す

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、広域振興局農政部、農政部農林振興センター及び農林部農林振興セン

ターの農村整備室長並びに沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業を担当する技術主幹にあって

は同項の表16の項から28の項までに掲げる事項（農業農村整備事業に係るものに限る。）を、宮古

農林振興センター及び二戸農林振興センターの林務室長にあっては同表19の項、20の項、26の項か

ら28の項まで（治山事業等に係るものに限る。）及び35の項から37の項までに掲げる事項を、林務

室岩泉林務出張所長にあっては同表19の項（設計額1,000万円未満のものに限る。）、35の項及び36

の項に掲げる事項を専決することができる。 

３ 広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に定める広域振興局の職（同表右欄に掲げる

職をいう。別表第５において同じ。）にある者が専決できる事項は、別表第５に掲げるとおりとす

る。 

３ 広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に定める広域振興局の職（同表右欄に掲げる

職をいう。別表第５において同じ。）にある者が専決できる事項は、別表第５に掲げるとおりとす

る。 

 ［略］      ［略］    

センターに置く室の長 二戸農林振興センター農村整備室長   センターに置く室の長 農政部又は農林部の農林振興センター農村整備室長  

４ ［略］ ４ ［略］ 

（工業技術集積支援センター所長専決事項）  

第48条 工業技術集積支援センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第48条 削除 

(１) 自動車関連産業創出推進事業に係る補助金の交付決定等に関すること（自動車関連産業創出

推進事業費補助金に係るものを除く。）。 

 



(２) ものづくり高度技術者育成支援事業の決定等に関すること。  

別表第１ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、部長及び部に置く室の長等共通専決

事項（第５条、第30条―第32条関係） 

別表第１ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、部長及び部に置く室の長等共通専決

事項（第５条、第30条―第32条関係） 

 

事 務 

専決権者 

備 考 

  

事 務 

専決権者 

備 考 
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長 
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長 
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長 
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に
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ン

タ

ー

所

長 

セ

ン
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に
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く

室

の

長

等 

 ［略］          ［略］        

 18 １億5,000万円以上の補助金

又は交付金（別に定めるもの

を除く。）の交付決定等（補

助事業又は交付金の対象事業

が２以上の広域振興局の所管

区域にわたる場合及び地域経

営推進費に係るものを除く。

） 

 ［略］    18 １億5,000万円以上の補助金

又は交付金（別に定めるものを

除く。）の交付決定等（補助事

業又は交付金の対象事業が２以

上の広域振興局の所管区域にわ

たる場合を除く。） 

 ［略］   

 19 １億5,000万円未満の補助金

又は交付金（別に定めるもの

を除く。）の交付決定等（補

助事業又は交付金の対象事業

が２以上の広域振興局の所管

区域にわたる場合及び地域経

営推進費に係るものを除く。

） 

 ［略］ 次に掲げる者に限る。 

１ 部に置く室の長等にあって

は、農政部農村整備室長及び

経営企画部管理主幹 

２ センターに置く室の長等に

あっては、地域振興センター

管理主幹、宮古農林振興セン

ター林務室長並びに二戸農林

振興センターの農村整備室長

及び林務室長 

  19 １億5,000万円未満の補助金

又は交付金（別に定めるものを

除く。）の交付決定等（補助事

業又は交付金の対象事業が２以

上の広域振興局の所管区域にわ

たる場合を除く。） 

 ［略］ 次に掲げる者に限る。 

１ 部に置く室の長等にあって

は、農政部農村整備室長及び

経営企画部管理主幹 

２ センターに置く室の長等に

あっては、地域振興センター

管理主幹、宮古農林振興セン

ター林務室長、大船渡農林振

興センター農村整備室長並び

に二戸農林振興センターの農

村整備室長及び林務室長 

 

 20 地域経営推進費に係る決定

に関すること（別に定めるも

のを除く。）。 

 ［略］       20 地域経営推進費の事業の採択

に関すること（別に定めるもの

を除く。）。 

 ［略］     

 ［略］  ［略］ 

別表第２ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び経営企画部長等専決事項（第５条

、第30条、第33条関係） 

別表第２ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び経営企画部長等専決事項（第５条

、第30条、第33条関係） 

 事 務 条 項 内 容 専決権者 備 考   事 務 条 項 内 容 専決権者 備 考  

 

   

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長

等 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

等 

 

  

   

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長

等 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

等 

 

 

  ［略］            ［略］          

 16 ［略］  ［略］          16 ［略］  ［略］         

            17 中小企業の

新たな事業活

動の促進に関

する法律（平

第９条第１項 経営革新計画

の承認 

 ○    総務部長を除

く。 

 

            第10条第１項 経営革新計画

の変更の承認 

 ○      

 



            成11年法律第

18号）の施行

に関する事務 

第37条第１項 調査  ○      

            第38条第１項 報告の徴収  ○      

 17 ［略］  ［略］          18 ［略］   ［略］         

 18 ［略］  ［略］          19 ［略］  ［略］         

 19 ［略］  ［略］          20 ［略］  ［略］         

 20 ［略］  ［略］          21 ［略］  ［略］         

 21 ［略］  ［略］          22 ［略］   ［略］         

 22 ［略］  ［略］          23 ［略］  ［略］         

 23 貸金業法

（昭和58年

法律第32号

）の施行に

関する事務 

第24条の６

の10第１項

及び第３項 

報告の徴収及

び立入検査 

 ○    総務部長を除く

。 

            

  ［略］            ［略］          

 ［略］  ［略］ 

別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び保健福祉環境部長等専決事項（第

５条、第30条、第35条関係） 

別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び保健福祉環境部長等専決事項（第

５条、第30条、第35条関係） 

 

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

副

局

長 

部長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

  ［略］           ［略］         

 44 社会福祉

法（昭和26

年法律第45

号）の施行

に関する事

務 

第43条第１項  ［略］        44 社会福祉

法（昭和26

年法律第45

号）の施行

に関する事

務 

第43条第１項  ［略］       

 第56条第１項 報告の徴収又

は検査（社会

福祉法人岩手

県社会福祉協

議会、社会福

祉法人岩手県

共同募金会及

び社会福祉法

人岩手県社会

福祉事業団に

係るものを除

く。） 

 ○   県南広域振興局保

健福祉環境部長に限

る。 

          

 第43条第３項及

び第62条第１項 

 ［略］      ［略］   第43条第３項及

び第62条第１項 

 ［略］      ［略］  

  ［略］           ［略］         

 第70条 報告の徴収、

検査又は調査

（軽費老人ホ

ームを経営す

る事業並び第

２条第２項第

４号及び第５

号並びに同条

第３項第５号

及び第６号に

掲げる事業を

経営する者に

対する場合に

限る。） 

 ［略］   第70条 報告の徴収、検

査又は調査（軽

費老人ホームを

経営する事業及

び第２条第３項

第５号に掲げる

事業を経営する

者に対する場合

に限る。） 

 ［略］  

 45 社会福祉

法施行規則

（昭和26年

第11条第１項 台帳の備付  ○   県南広域振興局保

健福祉環境部長に限

る。 

  45 削除         

 

 



厚生省令第

28号）の施

行に関する

事務 

  ［略］           ［略］         

 49 老人福祉

法の施行に

関する事務 

 ［略］         49 老人福祉

法の施行に

関する事務 

 ［略］        

 第18条第１項及

び第２項並びに

第29条第７項 

 ［略］        第18条第１項及

び第２項並びに

第29条第９項 

 ［略］       

 50 介護保険

法（平成９

年法律第123

号）の施行

に関する事

務 

 ［略］       ［略］   50 介護保険

法（平成９

年法律第123

号）の施行

に関する事

務 

 ［略］       ［略］  

 第46条第１項及

び第48条第１項 

指定（介護療

養型医療施設

に係るものを

除く。） 

 ［略］   第46条第１項及

び第48条第１項 

指定  ［略］  

  ［略］      ［略］    

 第70条第５項  ［略］     第70条第６項  ［略］   

 第70条の２第１

項（第115条の

11において準用

する場合を含む

。）、第79条の

２第１項、第86

条の２第１項及

び第107条の２

第１項 

 ［略］       第70条の２第１

項（第115条の

11において準用

する場合を含む

。）、第79条の

２第１項及び第

86条の２第１項

並びに健康保険

法等の一部を改

正する法律（平

成18年法律第83

号）附則第130

条の２第１項の

規定によりなお

その効力を有す

ることとされる

同法第26条の規

定による改正前

の介護保険法（

以下この項にお

いて「改正前の

法」という。）

第107条の２第

１項 

 ［略］      

         第70条の３第１

項及び改正前の

法第108条第８

項 

指定の変更  ○  ○  

 第71条第１項及

び第72条第１項

（第115条の11

においてこれら

の規定を準用す

る場合を含む。

） 

 ［略］       第71条第１項及

び第72条第１項

（第115条の11

においてこれら

の規定を準用す 

る場合を含む。

） 

 ［略］      

 第75条、第78条

の２第２項、第

78条の11、第82

条、第89条、第

99条、第105条

において準用す

る医療法第９条

第２項、第111

条、第115条の

５、第115条の

 ［略］       第75条、第78条

の２第２項、第

78条の11、第82

条、第89条、第

99条、第105条

において準用す

る医療法第９条

第２項、第115

条の５、第115

条の20、第115

 ［略］      

 

 



20、第115条の

32第２項第１号

並びに第115条

の32第３項及び

第４項 

条の32第２項第

１号並びに第

115条の32第３

項及び第４項並

びに改正前の法

第111条 

 第75条の２第１

項、第78条の６

第２項、第82条

の２第１項、第

89条の２第１項

、第99条の２第

１項、第111条

の２第１項、第

115条の６第１

項、第115条の

16第２項及び第

115条の26第２

項 

 ［略］       第75条の２第１

項、第78条の６

第２項、第82条

の２第１項、第

89条の２第１項

、第99条の２第

１項、第115条

の６第１項、第

115条の16第２

項及び第115条

の26第２項並び

に改正前の法第

111条の２第１

項 

 ［略］      

 第76条、第83条

、第90条、第

100条、第112条

、第115条の７

及び第115条の

33 

 ［略］       第76条、第83条

、第90条、第

100条、第115条

の７及び第115

条の33並びに改

正前の法第112

条 

 ［略］      

  ［略］          ［略］        

 第104条の２  ［略］      ［略］   第104条の２  ［略］      ［略］  

 第108条第１項 指定の変更  ○  ○              

  ［略］         ［略］       

��������������� 51 身体障害

者福祉法（

昭和24年法

律第283号）

の施行に関

する事務 

 ［略］       ［略］   51 身体障害

者福祉法（

昭和24年法

律第283号）

の施行に関

する事務 

 ［略］       ［略］  

 第10条第２項  ［略］       第10条第２項  ［略］      

 第12条の３第２

項 

身体障害者相

談員の委託 

 ○ ○ ○ １ 部長にあっては

、沿岸広域振興局

及び県北広域振興

局の保健福祉環境

部長に限る。 

２ センター所長に

あっては、一関保

健福祉環境センタ

ー所長及び二戸保

健福祉環境センタ

ー所長を除く。 

          

 第26条  ［略］        第26条  ［略］       

   ［略］           ［略］        

 52 障害者自

立支援法の

施行に関す

る事務 

 ［略］         52 障害者総

合支援法の

施行に関す

る事務 

 ［略］        

  ［略］       ［略］    ［略］       ［略］  

 第46条、第51条

の２第２項第１

号、第３項及び

第４項、第51条

の25第１項及び

第２項、第51条

の31第２項第１

号、第３項及び

第４項、第79条

第２項から第４

項まで並びに第

83条第３項 

 ［略］       第46条、第47条

、第51条の２第

２項第１号、第

３項及び第４項

、第51条の25第

１項及び第２項

、第51条の31第

２項第１号、第

３項及び第４項

、第79条第２項

から第４項まで

並びに第83条第

 ［略］      

 

 



３項 

  ［略］         ［略］       

 第51条第１号及

び第２号並びに

第51条の30第１

項第１号及び第

２号 

 ［略］       第51条第１号か

ら第３号まで並

びに第51条の30

第１項第１号及

び第２号 

 ［略］      

  ［略］         ［略］       

 第88条第９項  ［略］        第88条第10項  ［略］       

 第88条第10項  ［略］        第88条第11項  ［略］       

   ［略］           ［略］        

  第94条  ［略］     部長にあっては、

県南広域振興局及び

沿岸広域振興局の保

健福祉環境部長に限

る。 

   第94条  ［略］     部長にあっては

、沿岸広域振興局

及び県北広域振興

局の保健福祉環境

部長に限る。 

 

 53 障害者立

支援法施行

細則（平成

18年岩手県

規則第102号

）の施行に

関する事務 

第３条の２ 届出の受理  ○  ○ センター所長にあ

っては、花巻保健福

祉環境センター所長

及び一関保健福祉環

境センター所長を除

く。 

  53 削除         

  ［略］           ［略］         

 56 精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

の施行に関

する事務 

第31条  ［略］      ［略］   56 精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

の施行に関

する事務 

第31条  ［略］      ［略］  

 第50条 精神障害者社

会適応訓練事

業の実施 

 ○ ○ ○          

 57 知的障害

者福祉法（

昭和35年法

律第37号）

の施行に関

する事務 

第11条第１項  ［略］        57 知的障害

者福祉法（

昭和35年法

律第37号）

の施行に関

する事務 

第11条第１項  ［略］       

 第15条の２第２

項 

知的障害者相

談員の委託 

 ○ ○ ○ １ 部長にあっては

、沿岸広域振興局

及び県北広域振興

局の保健福祉環境

部長に限る。 

２ センター所長に

あっては、一関保

健福祉環境センタ

ー所長及び二戸保

健福祉環境センタ

ー所長を除く。 

          

 第25条第１号及

び第２号 

 ［略］        第25条第１号及

び第２号 

 ［略］       

            第28条の２第２

項 

助言その他の援

助 

 ○  ○  センター所長に

あっては、花巻保

健福祉環境センタ

ー所長及び一関保

健福祉環境センタ

ー所長を除く。 

 

  ［略］           ［略］         

 59 児童福祉  ［略］         59 児童福祉  ［略］        

 法の施行に

関する事務 

第21条の５の19

第１項及び第２

項、第21条の５

の25第２項第１

号、第３項及び

第４項（第24条

の19の２におい

て準用する場合

を含む。）、第

 ［略］        法の施行に

関する事務 

第21条の５の19

第１項及び第２

項、第21条の５

の25第２項第１

号、第３項及び

第４項（第24条

の19の２におい

て準用する場合

を含む。）、第

［略］       

 

 



24条の13、第24

条の38第２項第

１号、第３項及

び第４項、第30

条第１項及び第

２項、第34条の

３第３項及び第

４項、第35条第

３項及び第６項

並びに第59条の

２第１項及び第

２項 

24条の13、第24

条の14、第24条

の38第２項第１

号、第３項及び

第４項、第30条

第１項及び第２

項、第34条の３

第３項及び第４

項、第35条第３

項及び第６項並

びに第59条の２

第１項及び第２

項 

   ［略］           ［略］        

  ［略］           ［略］         

 61 児童福祉

法施行細則

（昭和31年

岩手県規則

第84号）の

施行に関す

る事務 

第14条の７ 届出の受理  ○  ○ センター所長にあ

っては、花巻保健福

祉環境センター所長

及び一関保健福祉環

境センター所長を除

く。 

  61 削除         

  ［略］           ［略］         

 66 母子保健        ［略］   66 母子保健 第21条の２ 負担金の交付  ○ ○   ［略］  

 法（昭和40

年法律第141

号）の施行

に関する事

務 

第21条の４第１

項 

 ［略］        法（昭和40

年法律第141

号）の施行

に関する事

務 

地域の自主性

及び自立性を

高めるための

改革の推進を

図るための関

係法律の整備

に関する法律

（平成23年法

律第105号）附

則第29条の規

定によりなお

従前の例によ

ることとされ

る同法第42条

の規定による

改正前の母子

保健法第21条

の４第１項 

 ［略］       

 67 児童福祉

施設の設備

及び運営に

関する基準

（昭和23年

厚生省令第

63号）の施

行に関する

事務 

第38条第２項第

５号 

 ［略］        67 児童福祉

施設の設備

及び運営に

関する基準

を定める条

例（平成24

年岩手県条

例第87号）

の施行に関

する事務 

第51条第２項  ［略］       

  ［略］           ［略］         

 ［略］  ［略］ 

別表第６ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、林務部長及び農林振興センター所長

等専決事項（第５条、第30条、第36条関係） 

別表第６ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、林務部長及び農林振興センター所長

等専決事項（第５条、第30条、第36条関係） 

 

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

 
副

局

長 

部

長 

セ

ン

タ

ー

セ

ン

タ

ー

  
副

局

長 

部

長 

セ

ン

タ

ー

セ

ン

タ

ー

 

 

 



所

長 

に

置

く

室

の

長 

所

長 

に

置

く

室

の

長 

  ［略］           ［略］         

 ６の２ 原木し  ［略］         ６の２ 原木し  ［略］        

 いたけ経営緊

急支援資金貸

付規則（平成

24年岩手県規

則第40号）の

施行に関する

事務 

第９条  ［略］        いたけ経営緊

急支援資金貸

付規則（平成

24年岩手県規

則第40号）の

施行に関する

事務 

第９条第１項  ［略］       

  ［略］           ［略］         

 ８ 森林法施行

規則（昭和26

年農林省令第

54号）の施行

に関する事務 

第22条の８第

１項及び第22

条の11第１項 

 ［略］        ８ 森林法施行

規則（昭和26

年農林省令第

54号）の施行

に関する事務 

第60条第１項及

び第63条第１項 

 ［略］       

  ［略］           ［略］         

 ［略］  ［略］ 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第５条、第

30条、第38条関係） 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第５条、第

30条、第38条関係） 

    専決権者      

内 容 

専決権者 

備 考 

 

 

 

 

 

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

     

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

 

 １ 市町村が行う

補助工事の指導

監督に関する事

務 

 ［略］      岩手土木セン

ター所長及び千

厩土木センター

所長にあっては

、建築住宅課の

所管に係るもの

を除く。 

  １ 市町村が行う

補助工事の指導

監督に関する事

務 

 ［略］       センター所

長にあっては

、岩手土木セ

ンター所長（

建築住宅課の

所管に係るも

のに限る。）

及び千厩土木

センター所長

を除く。 

 

  ［略］           ［略］         

 20 河川法の施  ［略］         20 河川法の施  ［略］        

 行に関する事

務 

第23条 次に掲げる流水の占

用の許可（更新の場

合に限る。） 

 

 

 

 

(１) ［略］ 

(２) ［略］ 

(３) ［略］ 

(４) ［略］ 

 ［略］   行に関する事

務 

第23条 次に掲げる流水の占

用の許可（更新の場

合に限る。） 

(１) 最大出力が

200キロワット未

満の発電のための

流水の占用 

(２) ［略］ 

(３) ［略］ 

(４) ［略］ 

(５) ［略］  

 ［略］  

   ［略］           ［略］        

 

 

 第30条 工事の完成検査又は

承認。ただし、次に

掲げる工作物に係る

検査を除く。 

 ［略］    第30条 工事の完成検査又は

承認。ただし、次に

掲げる工作物に係る

検査を除く。 

 ［略］  

 

 

備 考 事 務 条 項 条 項 事 務 内 容 



(１) 発電を目的と

する工作物 

 

 

(２)～(５) ［略］ 

(１) 最大出力が

200キロワット以

上の発電を目的

とする工作物 

(２)～(５) ［略］ 

  第31条 届出の受理及び原状

回復等の命令。ただ

し、次に掲げる工作

物に係るものを除く

。 

(１) 発電を目的と

する工作物 

 

 

(２)～(５) ［略］ 

 ［略］    第31条 届出の受理及び原状

回復等の命令。ただ

し、次に掲げる工作

物に係るものを除く

。 

(１) 最大出力が

200キロワット以

上の発電を目的と

する工作物 

(２)～(５) ［略］ 

 ［略］  

   ［略］           ［略］        

  ［略］           ［略］         

 65 ［略］  ［略］         65 ［略］  ［略］        

           65の２ 長期優良

住宅の普及の促

進に関する法律

施行細則（平成

21年岩手県規則

第54号）の施行

に関する事務 

第４条 不認定の通知  ○  ○  センター所

長にあっては

、岩手土木セ

ンター所長及

び千厩土木セ

ンター所長を

除く。 

 

 65の２ ［略］  ［略］         65の３ ［略］  ［略］        

 65の３ ［略］  ［略］         65の４ ［略］  ［略］        

 65の４ ［略］  ［略］         65の５ ［略］  ［略］        

  ［略］           ［略］         

 ［略］  ［略］ 

別表第９ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る土木部ダム管理事務所長等専決事項（第５条

、第31条、第39条関係） 

別表第９ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る土木部ダム管理事務所長等専決事項（第５条

、第31条、第39条関係） 

 事 務 条 項 内 容 備 考   事 務 条 項 内 容 備 考  

  ［略］       ［略］     

 ２ 河川法の施行に関

する事務（広域振興

局土木部ダム管理事

務所及びダム建設事

務所並びに広域振興

局土木部土木センタ

ーダム建設事務所が

管理する区域（以下

「管理区域」という

。）に係るものに限 

 ［略］     ２ 河川法の施行に関

する事務（広域振興

局土木部ダム管理事

務所及びダム建設事

務所並びに広域振興

局土木部土木センタ

ーダム建設事務所が

管理する区域（以下

「管理区域」という

。）に係るものに限 

 ［略］    

 第23条 次に掲げる流水の占用の許可（更新の

場合に限る。） 

 

 

(１) ［略］ 

(２) ［略］  

(３) ［略］ 

(４) ［略］  

   第23条 次に掲げる流水の占用の許可（更新の

場合に限る。） 

(１) 最大出力が200キロワット未満

の発電のための流水の占有 

(２) ［略］ 

(３) ［略］ 

(４) ［略］ 

(５) ［略］   

  

  ［略］      ［略］    

  る。） 第30条 工事の完成検査又は承認。ただし、次

に掲げる工作物に係る検査を除く。 

(１) 発電を目的とする工作物 

(２)～(５) ［略］ 

    る。） 第30条 工事の完成検査又は承認。ただし、次

に掲げる工作物に係る検査を除く。 

(１) 最大出力が200キロワット以上

の発電を目的とする工作物 

(２)～(５) ［略］ 

  

  第31条 届出の受理及び原状回復等の命令。た

だし、次に掲げる工作物に係るものを

除く。 

(１) 発電を目的とする工作物 

 

(２)～(５) ［略］ 

    第31条 届出の受理及び原状回復等の命令。た

だし、次に掲げる工作物に係るものを

除く。 

(１) 最大出力が200キロワット以上

の発電を目的とする工作物 

(２)～(５) ［略］ 

  

   ［略］       ［略］    

  ［略］       ［略］     

別表第12 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第６条関係

） 

別表第12 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第６条関係

） 

 区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

 

 



 保健所長  ［略］     保健所長  ［略］    

 10 ［略］  ［略］    10 ［略］  ［略］   

        10の２ 調理師法（昭和

33年法律第147号）の施

行に関する事務 

第５条第１項 名簿への登録  

        第５条の２第１項 届出の受理  

        10の３ 調理師法施行令

（昭和33年政令第303号

）の施行に関する事務

（県内に住所を有する

者に係るものに限る。

） 

第11条第２項 名簿の訂正  

        第12条 登録の消除  

        第14条第４項及び

第15条 

免許証の返納の受理  

  11 ［略］  ［略］     11 ［略］    

   ［略］       ［略］    

 47 調理師法（昭和33年

法律第147号）の施行

に関する事務 

第５条第１項 名簿への登録   47 削除    

 第５条の２第１項 届出の受理      

 48 調理師法施行令（昭

和33年政令第303号）

の施行に関する事務（

県内に住所を有する者

に係るものに限る。） 

第11条第２項 名簿の訂正   48 削除    

 第12条 登録の消除      

 第14条第４項及び

第15条 

免許証の返納の受理      

  ［略］      ［略］    

 56 薬事法（昭和35年法

律第145号）の施行に

関する事務 

 ［略］    56 薬事法（昭和35年法

律第145号）の施行に関

する事務 

 ［略］   

 第69条第１項、第

２項及び第３項 

 ［略］   第69条第１項から

第４項まで 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

  ［略］      ［略］    

  59 障害者自立支援法の

施行に関する事務 

第８条第２項  ［略］    59 障害者総合支援法の

施行に関する事務 

第８条第２項（障

害者の日常生活及

び社会生活を総合

的に支援するため

の法律施行令及び

地方自治法施行令

の一部を改正する

政令（平成25年政

令第35号。以下こ

の表において「改

正政令」という。

）附則第２条ただ

し書においてなお

従前の例によるこ

ととされる場合を

含む。） 

 ［略］  

 第10条第１項  ［略］   第10条第１項（改

正政令附則第２条

ただし書において

なお従前の例によ

ることとされる場

合を含む。） 

 ［略］  

 第11条第１項及び

第２項 

 ［略］   第11条第１項及び

第２項（改正政令

附則第２条ただし

書においてなお従

前の例によること

とされる場合を含

む。） 

 ［略］  

 第54条第１項及び

第２項 

自立支援医療費の支給認定等

（育成医療に係るものに限る

。） 

     



 第54条第３項 自立支援医療受給者証の交付

（育成医療に係るものに限る

。） 

     

 第56条第２項及び

第４項 

支給認定の変更の認定等（育

成医療に係るものに限る。） 

     

 第57条  ［略］   第57条（改正政令

附則第２条ただし

書においてなお従

前の例によること

とされる場合を含

む。） 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

  ［略］      ［略］    

 65 母子保健法の施行に

関する事務 

第８条  ［略］   65 母子保健法の施行に

関する事務 

第８条  ［略］  

 第18条 届出の受理      

 第19条第１項及び

第３項 

訪問指導及び通知      

 第20条第１項 養育医療の給付の決定      

 岩手県福祉総合相

談センター所長 

 ［略］     岩手県福祉総合相

談センター所長 

 ［略］    

 ２ 児童福祉法の施行に

関する事務 

 ［略］    ２ 児童福祉法の施行に

関する事務 

 ［略］   

 第21条の５の20第

１項及び第24条の

14の２第１項 

 ［略］   第21条の５の20第

１項（第24条の14

の２において準用

する場合を含む。

） 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第31条第２項、第

３項及び第４項 

 ［略］   第31条第２項及び

第３項 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第57条の２第１項

及び第２項 

 ［略］   第57条の２第３項

及び第４項 

 ［略］  

 第57条の３第１項  ［略］     第57条の３第２項  ［略］  

 第57条の４  ［略］   第57条の４第２項  ［略］  

  ［略］      ［略］    

 児童相談所長 １ 児童福祉法の施行に

関する事務 

 ［略］    児童相談所長 １ 児童福祉法の施行に

関する事務 

 ［略］   

 第21条の５の20第

１項及び第24条の

14の２第１項 

 ［略］   第21条の５の20第

１項（第24条の14

の２において準用

する場合を含む。

） 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第31条第２項、第

３項及び第４項 

 ［略］   第31条第２項及び

第３項 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第57条の３第１項  ［略］   第57条の３第２項  ［略］  

 第57条の４  ［略］   第57条の４第２項  ［略］  

   ［略］       ［略］    

  ［略］       ［略］     

備考 保健所長の款65の項中第18条並びに第19条第１項及び第３項の事務については、大船渡保

健所長を除く。 

 

    

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 
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